
旭川市 令和５年度 アイヌ政策推進交付金事業計画 変更内訳 
 
 
１ 今回の変更事業 

【内容変更】 
(1) 文化振興事業 

①チセの保存活用 
 
２ 変更内容 

【内容変更】 
(1) 文化振興事業 

①チセの保存活用 
令和５年度の修繕対象にポロチセの附属施設のプーとアシンルの追加。 

 
３ 変更増減額 

【内容変更】 
(1) 文化振興事業 

①チセの保存活用 
   委託料７１０千円の増 

 
４ 事業計画変更箇所 

(1) 「４ 事業の概要」の（1）文化振興事業 ①チセの保存活用において，上記２の変更内容に係

る文言の追加を行った。 
(2) 「５ アイヌ施策推進地域計画における記載」の４－１ アイヌ文化の保存又は継承に資する事

業 ■チセの保存活用において，上記２の変更内容に係る文言の追加を行った。 
(3) 「８ 収支予算」において，上記３の変更増減額に係る令和５年度予算額等の変更を行った。 
(4) 「９ 経費の配分」において，上記２の変更内容及び３の変更増減額に係る令和５年度の事業

費等の変更を行った。 
 

 



 

令和５年度 旭川市アイヌ政策推進交付金事業計画 
 
１ 事 業 名 旭川市アイヌ施策推進事業 

 
２ 事 業 の種 類 

文化振興事業  
地域・産業振興事業  
コミュニティ活動支援事業  
 

 
３ 事 業 の目 的 

「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する
法律」の理念に基づくまちづくり 
○アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される地域社会の実現 
○「アイヌ文化を生かすまちづくり」の展開による，魅力と活力ある地域社会の形成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 事 業 の概 要 

（１）文化振興事業 
 
①チセの保存活用 
○事業実施主体 

旭川市教育委員会 
○事業の実施場所 

旭川市博物館分館「アイヌ文化の森・伝承のコタン」 
○事業の実施期間 

令和５年４月～６年３月 
○事業の内容と考え方 

チセ（附属建物を含む。）３棟の補修を順次行う。令和５年度は，ポンチセ１棟
及びポロチセの附属施設のプーとアシンルの修繕を行う。 

チセの補修等の体験を通じてアイヌ文化を学び，技術の伝承を推進すること，
高校郷土部の協力によりチセを活用したアイヌ文化体験ワークショップを行う。 
 
②アイヌ文化関連講座の実施 
○事業実施主体 

旭川市教育委員会 
○事業の実施場所 

旭川市博物館 
○事業の実施期間 

令和５年４月～６年３月 
○事業の内容と考え方 

アイヌ語講座と刺繍講座を開催する。また生活館と連携し，博物館でアイヌ刺
繍体験講座を行う。 
 
③アイヌ文化関連講習会の実施 
○事業実施主体 

旭川市 
○事業の実施場所 

旭川市民生活館，近文生活館 
○事業の実施期間 

令和５年４月～６年３月 
○事業の内容と考え方 

市民生活館において，刺繍（４８回）・木彫（８回）・料理（１回）・工作（２回）・刺
繍体験（２回）の講習会を開催する。また展示充実のための作品製作（購入）を行
う。 

また，文化伝承者育成のため，高い技能の習得を目指す，専門性が高い講習
会（古式舞踊１２回，イナウ作り１２回，アイヌ儀式１２回）を開催する。 
 
④アイヌ民族音楽会の開催 
○事業実施主体 

旭川市教育委員会 
○事業の実施場所 



 

旭川市内の小・中学校 
○事業の実施期間 

令和５年４月～６年３月 
○事業の内容と考え方 

市内の小・中学校（年間最大１０校）において，旭川チカップニアイヌ民族文化
保存会による古式舞踊や楽器演奏（ムックル）を披露する音楽会を開催する。 
 
⑤体験学習に使用できるアイヌ民族資料の製作 
○事業実施主体 

旭川市教育委員会 
○事業の実施場所 

旭川市博物館 
○事業の実施期間 

令和５年４月～６年３月 
○事業の内容と考え方 

博物館での体験授業（アイヌ学習プログラムなど）や学校等での体験学習などで
使用できるアイヌ民族資料（レプリカ）を製作する。令和５年度は着物１着の複製を
製作する。 
 
⑥アイヌ学習プログラムの推進 
○事業実施主体 

旭川市教育委員会 
○事業の実施場所 

旭川市博物館，川村カ子トアイヌ記念館 
○事業の実施期間 

令和５年４月～６年３月 
○事業の内容と考え方 

年間１０校程度を目途に，市内小・中学校の児童生徒が博物館に来館してアイ
ヌの歴史や文化を学ぶ学習活動を支援する。 

年間１５校程度を目途に，市内小・中学校の児童生徒がアイヌ記念館を訪問し
てアイヌの歴史や文化を学び体験する学習活動を支援する。（ただし学校からアイ
ヌ記念館へのバス送迎は１０校まで） 
 
⑦アイヌ自身によるアイヌ文化紹介の小冊子の制作 
○事業実施主体 

旭川市教育委員会 
○事業の実施場所 

川村カ子トアイヌ記念館ほか旭川市内近郊の各施設 
○事業の実施期間 

令和５年４月～６年３月 
○事業の内容と考え方 

アイヌ自身の視点からアイヌ文化を紹介する情報誌（フリーペーパー）を制作す
る。令和５年度は新館がオープンする川村カ子トアイヌ記念館の展示等を紹介す
る内容を予定する。 
 
⑧アイヌ企画展の開催 
○事業実施主体 

旭川市教育委員会 
○事業の実施場所 

旭川市博物館 
○事業の実施期間 

令和５年４月～６年３月 
○事業の内容と考え方 

博物館において，企画展「チタラペ～アイヌのゴザ展（仮称）」を開催する。また
期間中に講師を招聘してゴザ編みの講座を開催する。 
 
（２）地域・産業振興事業 



 

 
①アイヌ語地名の普及促進 
○事業実施主体 

旭川市教育委員会 
○事業の実施場所 

旭川市博物館，市内各所 
○事業の実施期間 

令和５年４月～６年３月 
○事業の内容と考え方 

アイヌ語地名表記推進懇談会で設置位置や解説文が検討された箇所に「アイ
ヌ語地名表示板」を設置するとともに，既存の表示板の保守作業を行う。アイヌ語
地名表示板などを巡る，アイヌ語地名に専門的知見を有する地名案内人によるア
イヌ語地名バスツアーを実施する。アイヌ語地名に関する講演会を開催する。 
 
②「アイヌ文化ふれあいまつり」の開催 
○事業実施主体 

旭川市教育委員会 
○事業の実施場所 

旭川市中心部 
○事業の実施期間 

令和５年４月～６年３月 
○事業の内容と考え方 

「食べマルシェ」の時期に市の中心部において，古式舞踊等の披露や民族音楽
のミニコンサート，工芸品作成体験などのイベントを実施する。 
 
③「アイヌ文化に親しむ日」の実施 
○事業実施主体 

旭川市教育委員会 
○事業の実施場所 

旭川市博物館 
○事業の実施期間 

令和５年４月～６年３月 
○事業の内容と考え方 

文化の日に，博物館でミニブースを設置してアイヌ文化の体験活動や，講演
会，地元高校の郷土部のワークショップなどを行う。 
 
④観光イベントにおけるアイヌ文化の発信 
○事業実施主体 

旭川市 
○事業の実施場所 

市内一円 
○事業の実施期間 

令和５年４月～６年３月 
○事業の内容と考え方 

神居古潭で行われる「こたんまつり」の期間にあわせ，アイヌ伝説の地である神
居古潭や，博物館，川村カ子トアイヌ記念館ほか市内のアイヌ関連施設の見学を
促進する取組を実施する。 

 
⑤アイヌ文化施設の整備 
○事業実施主体 

一般社団法人川村カ子トアイヌ記念館 
○事業の実施場所 

川村カ子トアイヌ記念館 
○事業の実施期間 

令和５年４月～６年３月 
○事業の内容と考え方 

川村カ子トアイヌ記念館「新館」の施設整備に対して補助を行う。令和５年度は



 

屋外トイレの整備，施設周辺におけるアイヌゆかりの植物の造園整備，屋外作業の
ための作業台等を備えたワークスペースの整備を行う。 
 
⑥上川アイヌ聖地の観光案内整備 
○事業実施主体 

旭川市 
○事業の実施場所 

アイヌ文化の森・伝承のコタン周辺 
○事業の実施期間 

令和５年４月～６年３月 
○事業の内容と考え方 

上川アイヌの聖地であるチノミシリ（嵐山）にある「アイヌ文化の森・伝承のコタン」
周辺に，観光客を分かりやすく誘導するための看板（１基）を設置する。 
 
⑦アイヌ音楽イベントの開催 
○事業実施主体 

旭川市教育委員会 
○事業の実施場所 

旭川市公会堂 
○事業の実施期間 

令和５年４月～６年３月 
○事業の内容と考え方 

これまで道内各地で開催されている「イランカラプテ音楽祭」について，令和５年
度は旭川市で開催する。アイヌ文化関連ステージについては旭川及び旭川ゆかり
のアイヌの音楽家たちが参加する内容とする。 
 
（３）コミュニティ活動支援事業 
 
①生活館の整備 
○事業実施主体 

旭川市 
○事業の実施場所 

旭川市民生活館，近文生活館 
○事業の実施期間 

令和５年４月～６年３月 
○事業の内容と考え方 

市民生活館において屋内照明器具取替，エアコン工事，オーブンレンジ取替，
消火器取替を行う。近文生活館においてＬＥＤスタンドライト購入を行う。 
 

 
５  アイヌ施策推
進地域計画にお
ける記載 

４－１ アイヌ文化の保存又は継承に資する事業 
■チセの保存活用……チセ３棟（附属施設を含む）の定期補修（毎年），大規模
改修（５年に１回），建替（１５年に１回）を計画的に行い，補修体験を通じて技術
の伝承を推進する。チセを活用したアイヌ文化体験ワークショップを実施する。 
４－２ アイヌの伝統等に関する理解の促進に資する事業 
■アイヌ文化関連講座の実施……博物館において，アイヌ語，アイヌ文化など多
様な講座を開催する。また生活館と連携したアイヌ文化伝承講座を生涯学習フェ
アにおいて実施する。 
■アイヌ文化関連講習会の実施……生活館において，アイヌ文化に関する講習
会を開催する。また展示充実のための作品製作（購入）を行う。 
■アイヌ民族音楽会の開催……小・中学校において，旭川チカップニアイヌ民族
文化保存会による古式舞踊や民族楽器（ムックル）を披露する音楽会を開催す
る。 
■体験学習に使用できるアイヌ民族資料の製作……学校等での体験学習に使
用できるアイヌ民族資料を製作する。その製作過程を映像に記録して技術伝承や
広報活動等に活用する。 
■アイヌ学習プログラムの推進……市内小・中学校の児童生徒が博物館やアイヌ
記念館を訪問して，アイヌの歴史や文化を学び体験する学習活動を促進する。 



 

■アイヌ自身によるアイヌ文化紹介の小冊子の制作……アイヌ自身の視点に基づ
いた，アイヌ文化を紹介する情報誌（フリーペーパー）等を制作する。 
■アイヌ企画展の開催……博物館等において，アイヌ文化に関する企画展及び
関連事業を実施する。 
４－３ 観光の振興その他の産業の振興に資する事業 
■アイヌ語地名の普及促進……アイヌ語地名表記推進懇談会委員の意見を参
考に，毎年度「アイヌ語地名表示板」を設置する。アイヌ語地名表示板の設置箇
所等を訪ねるバスツアーを実施する。アイヌ語地名に関する講演会等を開催す
る。 
■「アイヌ文化ふれあいまつり」の開催……「食べマルシェ」の時期に合わせ，市中
心部においてアイヌ古式舞踊の披露，アイヌボーカルユニットのミニコンサート，ムッ
クル演奏体験，アイヌ食文化体験，アイヌ伝統工芸展示などを行う。 
■「アイヌ文化に親しむ日」の実施……１１月３日の文化の日に合わせて博物館の
常設展示室を無料開放し，それと共にミニブースを作ってアイヌ文化体験などを行
う。 
■観光イベントにおけるアイヌ文化の発信……アイヌの聖地である神居古譚で開
催される「こたんまつり」と，「旭川冬まつり」の期間において，アイヌ文化関連の観
光プロモーション事業を行う。 
■アイヌ文化施設の整備……川村カ子トアイヌ記念館のコンテンツ拡充など機能
の充実に対し，必要な支援を行う。 
■上川アイヌ聖地の観光案内整備……上川アイヌの聖地であるチノミシリ（嵐山）
にある「アイヌ文化の森・伝承のコタン」について，観光客を分かりやすく誘導するた
めの看板や案内の整備を行う。 
■アイヌ音楽イベントの開催……世界的にも注目されているアイヌ音楽の魅力を発
信するためのイベントを実施する。 
４－４ 地域内若しくは地域間の交流又は国際交流の促進に資する事業 
■生活館の整備……老朽化している市民生活館・近文生活館の設備等の整備
を計画的に実施する。 
 

 
６ 事業の成果目標等 
 
(1) 成 果 目 標 の
達成に向けた工
程 

（１）文化振興事業 
市民一人一人がアイヌの伝統文化を学び，理解を深める環境づくりを目的と

する事業であり，博物館の入館者数と，博物館におけるアイヌ文化関連事業の
参加者数及び生活館におけるアイヌ文化関連講習会の受講者数が増えるほど
効果が高まると考えられる。 

 
（２）地域・産業振興事業 

アイヌ文化の魅力を広く内外に発信し，活力ある地域社会の形成を目的とす
る事業であり，市の観光入込客数が増えるほど効果が高まると考えられる。 
 

（３）コミュニティ活動支援事業 
アイヌの人々のコミュニティ活動を支援し，民族としての誇りが尊重される地域

社会の実現を図ることを目的とする事業であり，市民生活館の利用者数が増え
るほど効果が高まると考えられる。 
 

 
(2) 成 果 目 標 、
（ 中 間 ） 目 標 年
度（成果目標に
対する現状値、
及び成果目標の
達成見込みにつ
いて 記 載 す るこ
と） 

（１）文化振興事業 
博物館入館者数 
（現状値）平成３０年度 ２８，５３７人／年間 
（中間目標）令和４年度 ２９，７１０人／年間 
（最終目標）令和６年度 ３０，３００人／年間 
成果目標は，令和６年度に達成見込みである。 
 
博物館におけるアイヌ文化関連事業の参加者数（延べ） 
（現状値）平成３０年度 ５，６２５人／年間 
（中間目標）令和４年度 ５，８３０人／年間 



 

（最終目標）令和６年度 ６，２００人／年間 
成果目標は，令和６年度に達成見込みである。 
 
生活館におけるアイヌ文化関連講習会の受講者数（延べ） 
（現状値）平成３０年度 ２１３人／年間 
（中間目標）令和４年度 １，０６０人／年間 
（最終目標）令和６年度 １，１００人／年間 
成果目標は，令和６年度に達成見込みである。 

 
（２）地域・産業振興事業 

観光入込客数 
（現状値）平成３０年度 ５，２７５，０００人／年間 
（中間目標）令和４年度 ６，０００，０００人／年間 
（最終目標）令和６年度 ６，０００，０００人／年間 
成果目標は，達成見込みである。 

 
（３）コミュニティ活動支援事業 

市民生活館利用者数 
（現状値）平成３０年度 ２６，０６７人／年間 
（中間目標）令和４年度 ２７，６３０人／年間 
（最終目標）令和６年度 ２９，２８０人／年間 
成果目標は，令和６年度に達成見込みである。 

 
 
(3) 成 果 目 標 の
確認方法 

実績値を公表する。 
庁内の関係部課長会議等により事務事業の点検・評価を行うとともに，アイヌ施

策推進検討委員会（仮称）等において目標の達成状況等について検証を行い，
改善点を踏まえて計画期間内の事業実施等に反映する。 

 
７ 地 域 の 概 要 
 
(1)地域における
アイヌ文 化 等 の
現状及び課題 

神居古潭より上流の石狩川流域に居住していたことから，ペニ・ウン・クル（川上
に・居る・人）と呼ばれていたいわゆる上川アイヌの人たちは，南北３０キロ，東西２０
キロ，面積４４０平方キロにわたる上川盆地を中心とした地域を生活の拠点として
いたと言われている。 

上川アイヌの人々は，石狩川とその支流である牛朱別川，忠別川，美瑛川の各
支流筋にコタンを形成し，その恵まれた環境の中で採集・狩猟・漁労を生業とする
とともに，広域にわたる交易を行っていた。 

明治期になると，開拓政策の中で同化政策が推し進められ，上川アイヌの集住
という方針に基づくアイヌ保護政策の一つとして，石狩川の右岸の近文地区に，ア
イヌの人々の生活の中心となる「近文コタン」が形成されることになる。近文コタン
は，都市の中に立地するコタンとして，アイヌの人々がそれまで経験したことにない
急激な日本文化との接触に直面しながらも，道北地方で唯一アイヌ文化を伝える
人々の住む地として現在に至っている。 

東蝦夷地と西蝦夷地のうち，上川アイヌは西蝦夷地域に属する。この東西の区
分はアイヌの人々の移住や拡散，混住などを大きく規制し，現在につながるアイヌ
文化の違いともなっている。現在，アイヌの人々の集団が多数存在し，文化や言語
が比較的残され，アイヌ文化として一般に知られているのは東蝦夷地のもので，西
蝦夷地は歴史的に和人の圧迫が激しく，西蝦夷地のアイヌ文化，方言のほとんど
は失われてしまい，唯一，旭川地域において言語をはじめとする西蝦夷地のアイヌ
文化が残されているとも言える。 

旭川のアイヌの人々は，幾多の苦難に直面しながらも，自然を尊び，誇りを持
ち，自立自尊の精神で伝統文化を幾代にもわたり伝承してきた。しかし，一方で
は，伝承者の高齢化が進む中，後継者が少なく，また市民への理解も十分に図ら
れているとは言えない状況にある。 

こうした現状を踏まえ，アイヌ文化を歴史的遺産にとどめることなく，若い伝承者
が育成され，アイヌ文化が多くの人々から理解され親しまれ，将来に向かって発展
していく環境を整える必要がある。 

本市においては，次のような基本方針に基づき課題解決に向けた施策を推進し



 

ていく。 
 
基本方針                     施策の方向 

○アイヌ文化の理解の促進   アイヌ文化に親しみ，学びを深める環境づくり 
アイヌ文化を体験し，普及につながる環境づくり 

○アイヌ文化の保存と伝承   保存・伝承活動の拠点となる施設の充実 
伝承者の生活の安定による持続的発展 

○アイヌ文化を生かした産業や観光の振興 
魅力の活用と内外への情報発信 
まちの賑わいと国内外との多様な交流の創出 

 
 
(2) 施 設 等 の 管
理運営体制 

市民生活館及び近文生活館は，旭川市福祉保険部が管理している。 
旭川市博物館は，旭川市教育委員会社会教育部が管理している。 
川村カ子トアイヌ記念館は，一般社団法人川村カ子トアイヌ記念館が管理して

いる。 
(3)アイヌ関係団
体及び地域住民
の協力体制 

旭川アイヌ協議会，旭川アイヌ協会との意見交換や，アイヌ施策推進検討委員
会（仮称）での協議により事業内容を確定させ，実施する。 

 
 
 
８ 収支予算 

（１）収入の部 

区   分 本年度予算額 
（本年度精算額） 

前年度予算額 
（前年度精算額） 

比 較 増 減 
増 減 

 
参加者負担金 
国庫補助金 

市町村負担額 
 

計 
 

 
１４，０００ 

３３，０４２，４００ 
８，２６０，６００ 

 
４１，３１７，０００ 

 
７，０００ 

１８７，２９１，２００ 
４６，８２２，８００ 

 
２３４，１２１，０００ 

 
７，０００ 

 

 
 

１５４，２４８，８００ 
３８，５６２，２００ 

 
１９２，８０４，０００ 

 
 

（２）支出の部 

経 費 区 分 本年度予算額 
（本年度精算額） 

前年度予算額 
（前年度精算額） 

比 較 増 減 
増 減 

（１）文化振興事業 
①チセの保存活用 

報償費 
消耗印刷費 
委託料 

②アイヌ文 化 関 連
講座の実施 

報償費 
旅費 
消耗印刷費 

③アイヌ文 化 関 連
講習会の実施 

報償費 
広告料 
備品購入費 

④アイヌ民 族 音 楽
会の開催 

報償費 
消耗印刷費 

９，０８５，０００ 
１，４９０，０００ 

２００，０００ 
３０，０００ 

１，２６０，０００ 
３４９，０００ 

 
２３０，０００ 

９１，０００ 
２８，０００ 

２，０４６，０００ 
 

１，８３０，０００ 
０ 

２１６，０００ 
６７８，０００ 

 
６５０，０００ 

２８，０００ 

１４，０６１，０００ 
７，６５０，０００ 

３０，０００ 
５２，０００ 

７，５６８，０００ 
３２５，０００ 

 
２２０，０００ 

９１，０００ 
１４，０００ 

１，９４７，０００ 
 

１，６９２，０００ 
１０１，０００ 
１５４，０００ 
６６１，０００ 

 
６５０，０００ 

１１，０００ 

 
 

１７０，０００ 
 
 

２４，０００ 
 

１０，０００ 
 

１４，０００ 
９９，０００ 

 
１３８，０００ 

 
６２，０００ 
１７，０００ 

 
 

１７，０００ 

４，９７６，０００ 
６，１６０，０００ 

 
２２，０００ 

６，３０８，０００ 
 
 
 
 
 
 
 
 

１０１，０００ 
 
 
 
 
 



 

⑤体験学習に使用
できるアイヌ民族資
料の製作 

委託料 
⑥アイヌ学習プログ
ラムの推進 

消耗印刷費 
委託料 
使用料 

⑦アイヌ自身による
ア イ ヌ 文 化 紹 介 の
小冊子の制作 

通信運搬費 
委託料 

⑧知里幸恵顕彰事
業の実施 

委託料 
⑨アイヌ企画展の開
催 

報償費 
委託料 

 
（２）地域・産業振興
事業 
①アイヌ語地名の普
及促進 

報償費 
旅費 
保険料 
委託料 
使用料 

②「アイヌ文化ふれ
あいまつり」の開催 

報償費 
旅費 
消耗印刷費 
手数料 
使用料 

③「アイヌ文化に親
しむ日」の実施 

報償費 
消耗印刷費 
保険料 

④観光受入体制の
充実 

委託料 
⑤観光イベントにお
けるアイヌ文化の発
信 

委託料 
⑥アイヌ文化施設の
整備 

補助金 
⑦上川アイヌ聖地の
観光案内整備 

委託料 
⑧アイヌ音楽イベン

４４０，０００ 
 
 

４４０，０００ 
２，８１３，０００ 

 
２２０，０００ 
５９３，０００ 

２，０００，０００ 
１，０４５，０００ 

 
 

１１，０００ 
１，０３４，０００ 

０ 
 

０ 
２２４，０００ 

 
３０，０００ 

１９４，０００ 
 

２９，１１９，０００ 
 

５９８，０００ 
 

４２，０００ 
４５，０００ 

２，０００ 
３９９，０００ 
１１０，０００ 
６９３，０００ 

 
４２０，０００ 

１９，０００ 
９０，０００ 
４４，０００ 

１２０，０００ 
１２６，０００ 

 
３０，０００ 
９５，０００ 

１，０００ 
０ 

 
０ 

９９６，０００ 
 
 

９９６，０００ 
１８，５００，０００ 

 
１８，５００，０００ 

５０６，０００ 
 

５０６，０００ 
７，７００，０００ 

４４０，０００ 
 
 

４４０，０００ 
２，１１４，０００ 

 
１９８，０００ 
４５６，０００ 

１，４６０，０００ 
０ 

 
 

０ 
０ 

９２４，０００ 
 

９２４，０００ 
０ 

 
０ 
０ 

 
２１７，７０７，０００ 

 
３３７，０００ 

 
５８，０００ 

９，０００ 
１，０００ 

２２０，０００ 
４９，０００ 

２５０，０００ 
 

１８０，０００ 
１０，０００ 
６０，０００ 

０ 
０ 

１０６，０００ 
 

３０，０００ 
７６，０００ 

０ 
１，８３５，０００ 

 
１，８３５，０００ 

９２８，０００ 
 
 

９２８，０００ 
２１２，８１０，０００ 

 
２１２，８１０，０００ 

１，４４１，０００ 
 

１，４４１，０００ 
０ 

 
 
 
 

６９９，０００ 
 

２２，０００ 
１３７，０００ 
５４０，０００ 

１，０４５，０００ 
 
 

１１，０００ 
１，０３４，０００ 

 
 
 

２２４，０００ 
 

３０，０００ 
１９４，０００ 

 
 
 

２６１，０００ 
 
 

３６，０００ 
１，０００ 

１７９，０００ 
６１，０００ 

４４３，０００ 
 

２４０，０００ 
９，０００ 

３０，０００ 
４４，０００ 

１２０，０００ 
２０，０００ 

 
 

１９．０００ 
１，０００ 

 
 
 

６８，０００ 
 
 

６８，０００ 
 
 
 
 
 
 

７，７００，０００ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９２４，０００ 
 

９２４，０００ 
 
 
 
 
 

１８８，５８８，０００ 
 
 
 

１６，０００ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１，８３５，０００ 
 

１，８３５，０００ 
 
 
 
 

１９４，３１０，０００ 
 

１９４，３１０，０００ 
９３５，０００ 

 
９３５，０００ 

 



 

トの開催 
委託料 

 
（３）コミュニティ活
動支援事業 
①生活館の整備 

消耗印刷費 
修繕費 
手数料 
備品購入費 

 
 

（１）（２）（３）計 

 
７，７００，０００ 

 
３，１１３，０００ 

 
３，１１３，０００ 

１１９，０００ 
２，９９１，０００ 

３，０００ 
０ 

 
 

４１，３１７，０００ 

 
０ 

 
２，３５３，０００ 

 
２，３５３，０００ 

２１６，０００ 
１，５１８，０００ 

０ 
６１９，０００ 

 
 

２３４，１２１，０００ 

 
７，７００，０００ 

 
７６０，０００ 

 
７６０，０００ 

 
１，４７３，０００ 

３，０００ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

９７，０００ 
 
 

６１９，０００ 
 
 

１９２，８０４，０００ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




